
令和 ６ 年 ２ 月 １４ 日

内灘町長

費 用 減 免 申 請 書

次の理由により、内灘町学童保育事業実施規則(昭和61年内灘町規則第1号)第4条の費用

の免除を申請します。

この申請の審査にあたり、住家の被災（罹災）状況を確認、調査することに同意します。

理由

・令和６年能登半島地震により、住家が、

（ 全壊 ・ 大規模半壊 ・ 中規模半壊 ・ 半壊 ）となったため

※罹災証明書に記載のある被害状況に○を付してください。

免除期間

・令和６年 １ 月～

添付書類

・罹災証明書（コピー可）

※還付金が発生した場合は、学童保育料登録口座に振り込みます。

※費用減免申請書は、児童１人につき１枚ずつ提出してください。

住 所 内灘町×××1丁目123番地

保護者氏名 内灘 太郎

施 設 名 ○○○学童保育クラブ

児 童 氏 名 内灘 花子

記入例


